
高
齢
化
社
会
を
迎
え
、
本
格

的
に
高
齢
者
の
雇
用
を
守
り
、

そ
の
経
験
と
能
力
を
活
用
す
る

立
場
な
ら
人
事
院
の
意
見
通
り

定
年
延
長
で
安
定
し
た
雇
用
環

境
を
作
る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、

政
府
は
民
間
の
実
態
や
財
政
危

機
を
理
由
に
「
国
民
の
理
解
が

得
ら
れ
な
い
」
と
一
年
更
新
の

再
任
用
を
基
本
に
し
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
、
高
齢
公
務
員
を

安
上
が
り
に
使
い
捨
て
る
と
同

時
に
、
民
間
に
定
年
延
長
を
波

及
さ
せ
た
く
な
い
財
界
の
意
向

を
汲
み
入
れ
た
も
の
で
す
。

結
局
「
民
間
の
動
向
」
を
口

実
に
し
て
い
ま
す
が
、
公
務
員

の
定
年
延
長
を
押
さ
え
る
こ
と

で
公
務
員
も
民
間
も
、
高
齢
期

も
安
上
が
り
に
い
つ
ま
で
も
働

か
せ
続
け
る
制
度
作
り
と
言
え

ま
す
。

再
任
用
制
度
は
『
満
額
年
金

の
支
給
開
始
年
齢
に
対
応
し
、

職
員
が
定
年
後
の
生
活
に
不
安

を
覚
え
る
こ
と
な
く
、
職
務
に

専
念
で
出
来
る
よ
う
雇
用
と
年

金
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も

に
、
長
年
培
っ
た
能
力
･
経
験

を
有
効
に
発
揮
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
も
の
』
と
し
て
平

成
１
４
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た

も
の
で
す
。

平
成
２
３
年
現
在
全
省
庁
で

五
千
人
を
超
え
る
人
が
再
任
用

し
、
旧
建
設
で
は
四
〇
二
人
が

再
任
用
し
、
う
ち
、
管
理
職
員

か
ら
が
二
二
四
名
で
（
平
成
２

４
年
度
）
一
般
職
員
か
ら
を
上

回
る
状
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
実
態
は
週
３
日
勤

務
で
『
長
年
培
っ
た
能
力
･
経

験
を
有
効
に
発
揮
で
き
る
』
状

態
と
は
必
ず
し
も
な
っ
て
お
ら

ず
、
途
中
退
職
者
も
後
を
絶
ち

ま
せ
ん
。

仮
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
再
任

用
を
基
本
に
進
め
る
な
ら
、
業

務
の
配
置
、
勤
務
場
所
、
職
務

と
責
任
、
処
遇
な
ど
抜
本
的
な

見
直
し
と
改
善
が
必
要
で
す
。
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平
成
二
五
年
度
定
年
退
職
者
か
ら
年
金
ゼ
ロ
の
時
代
に

政
府
は
人
事
院
の
定
年
延
長
を
拒
否
し
、
再
任
用
で
対
処

年
金
制
度
の
改
悪
に
よ
り
平
成
２
５
年
度
の
定
年
退
職
者
か
ら
年

金
の
支
給
が
ゼ
ロ
、
支
給
開
始
が
６
１
歳
か
ら
と
な
り
、
以
降
３
年

に
１
歳
づ
つ
引
き
上
げ
ら
れ
、
６
５
歳
ま
で
遅
ら
さ
れ
ま
す
。

人
事
院
は
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
と
雇
用
の
連
携
を
図
る
た
め
昨

年
の
勧
告
で
「
段
階
的
に
定
年
年
齢
を
引
き
上
げ
る
こ
と
」
と
の
意

見
の
申
し
出
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
政
府
は
こ
の
人
事
院

の
意
見
を
退
け
、『
定
年
退
職
す
る
職
員
が
フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
を
希

望
す
る
場
合
、
当
該
職
員
の
任
命
権
者
は
、
定
年
退
職
日
の
翌
日
、

常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
当
該
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
こ

と
』
な
ど
と
す
る
基
本
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。(

平
成
２
４
年
３
月

２
４
日

国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
・
行
政
改
革
実
行
本
部

日)

そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
通
り
で
す
。

再任用特集安
上
が
り
に
い
つ
ま
で
も
働
か
せ
る
制
度



旧
建
設
で
の
再
任
用
の
ス
タ

ー
ト
は
全
員
二
級
採
用
で
、
仕

事
も
経
験
な
ど
を
無
視
し
た
も

の
で
し
た
。

ユ
ニ
オ
ン
は
再
任
用
政
策
を

発
表
す
る
と
と
も
に
ア
ン
ケ
ー

ト
や
再
任
用
者
交
流
会
を
実
施

し
、
実
態
や
要
求
を
把
握
、
そ

の
改
善
を
粘
り
強
く
要
求
し
て

き
ま
し
た
。

本
人
の
希
望
や
経
験
を
生
か
し

た
業
務
を
重
視
し
、
二
〇
〇
三

年
か
ら
は
退
職
時
業
務
の
継
続

で
勤
務
、
処
遇
改
善
で
は
、
二

〇
〇
八
年
年
度
か
ら
管
理
職
経

験
者
は
三
級
の
格
付
け
を
実
現

し
ま
し
た
。

二
〇
一
二
年
年
度
か
ら
は
副

所
長
ク
ラ
ス
か
ら
の
再
任
用
を

前
提
と
し
た
「
指
導
官
」
ポ
ス

ト
で
の
採
用
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
他
省
庁
で
は
八
級

で
の
再
任
用
者
も
お
り
、
四
級

以
上
の
再
任
用
者
は
５
％
を
超

え
て
い
ま
す
。
別
表
の
よ
う
に

三
級
以
上
の
採
用
は
全
省
庁
で

は
６
０
％
を
超
え
て
い
ま
す

が
、
旧
建
設
で
は
４
６
％
と
大

き
く
遅
れ
て
い
ま
す
。

公
務
員
全
体
の
再
任
用
の
勤

務
条
件
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も

に
、
早
急
に
他
省
庁
並
み
の
勤

務
条
件
を
実
現
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

《再任用に関する主な経過と前進させてきた主な要求》

・2000.10 再任用政策提起(第３回管理職員全国交流集会)

2001.1 再任用政策として発表

・2002.4 再任用制度がスタート 地方整備局での再任用者は 62名
行(一)51名、行(二)11名 内管理職員から 1名再任用

・2003.2 第一回再任用アンケート実施

その後も再任用アンケート、管理職員等アンケートで要求

把握

・2003.4 退職時の業務継続で再任用実現

・2003.8 再任用者交流集会実施

実際の業務の中から問題点、要求、提言をまとめる

・2004.4 全地整で短時間勤務（ハーフタイム）勤務実現

・2006.10 管理職員のライフサイクル政策発表

・2008.4 管理職経験者からの再任用は３級採用実現

(係長相当職で指導員)

・2012.4 副所長・管ポスト以上からの再任用は専門職相当職・指導

官 本局勤務は週４日

ユ
ニ
オ
ン
の
要
求
と
運
動
で
多
く
の
要
求
前
進

労働環境全体の抜本的改善が必要
＝ 仕事、現役との分担･調和、勤務場所、処遇、など ＝

現
職
時
の
職
務
・
業
務
を

現
職
時
の
処
遇
で
再
任
用
が
基
本

政
府
方
針
で
は
「
現
在
行
っ
て
い

る
定
年
前
よ
り
低
い
職
責
の
補
完
的

な
職
務
に
再
任
用
す
る
形
で
は
、
希

望
者
全
員
を
６
５
歳
ま
で
雇
用
す
る

仕
組
み
と
し
て
十
分
機
能
す
る
こ
と

は
難
し
い
」
「
意
欲
と
能
力
の
あ
る
人

材
を
本
格
的
な
職
務
で
最
大
限
活
用

で
き
る
よ
う
、
再
任
用
職
員
が
担
う

職
務
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
す

る
」
な
ど
と
し
て
い
ま
す
が
、
も
し
、

こ
う
し
た
懸
念
が
あ
る
な
ら
キ
チ
ン

と
定
年
延
長
す
べ
き
で
す
が
、
再
任

用
で
あ
っ
て
も
『
現
職
時
の
職
務
･
業

務
を
現
職
時
の
処
遇
』
で
行
え
ば
す

む
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
本

格
的
職
務
」
に
見
合
う
労
働
環
境
、

処
遇
を
抜
本
的
に
改
善
す
べ
き
で
す
。

現
に
災
害
対
応
な
ど
で
「
意
欲
と

能
力
」
が
あ
る
の
に
超
勤
予
算
が
無

い
こ
と
な
ど
を
口
実
に
体
制
か
ら
排

除
し
、
人
材
の
活
用
を
否
定
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
ユ
ニ
オ
ン
は
出
張
所

勤
務
を
強
く
要
求
し
て
い
ま
す
が
、

実
現
し
て
お
ら
ず
、
「
経
験
･
能
力
を

生
か
し
、
本
格
的
職
務
」
と
も
逆
行

し
ま
す
。

処
遇
の
問
題
で
は
民
間
で
は
現
職

時
の
賃
金
の
七
割
を
下
回
っ
た
ら
雇

用
保
険
か
ら
補
填
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
が
、
公
務
員
の
場
合
で
も
こ
う

し
た
制
度
を
取
り
入
れ
る
な
ど
（
再

任
用
し
た
ら
雇
用
保
険
が
徴
収
さ
れ

る
）
最
低
で
も
現
職
時
の
七
割
な
ど

の
基
準
を
明
確
に
す
べ
き
で
す
。

今
後
、
再
任
用
者
が
更
に
増
え
て
い

く
こ
と
に
な
り
、
再
任
用
者
の
処
遇
改

善
は
も
と
よ
り
、
職
場
で
再
任
用
を
ど

う
活
用
し
て
業
務
執
行
を
進
め
て
い
く

か
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、
基
本
的
に
は
『
現
職

時
の
職
務
･
業
務
を
現
職
時
の
処
遇
』
と

し
、
本
人
が
現
職
を
希
望
し
な
い
場
合

は
、
本
人
の
希
望
を
尊
重
す
る
べ
き
と

考
え
て
い
ま
す
。

当
面
は
、
当
局
の
判
断
で
出
来
る
業

務
内
容
に
つ
い
て
、
経
験
を
生
か
せ
る

業
務
・
職
務
名
を
「
任
命
権
者
」
が
決

定
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
事
務
所
長
な
ど

が
再
任
用
者
に
気
兼
ね
な
く
指
示
で
き

る
よ
う
な
職
務
環
境
作
り
を
す
る
事
が

大
切
と
考
え
ま
す
。

現在アンケートを実施中で
す。皆さんのご協力をお願
いします。

今、職場で第８回管理所員等アンケートを実

施しています。この再任用問題も大きなテー

マになっています。是非、貴方の考え、要求

を反映してください。

所場の意見が要求前進の力です、締め切り

は８月１０日となっています。


